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見
事
に
整
地
さ
れ
た
高
台
の

一
角
。
芭
熊
の
一
句
を
忍
ば
せ

る
よ
う
な
夏
草
の
波
。

て
の
草
波
の
中
に
、
鯉
噸
を
四

つ
切
り
に
す
る
よ
う
に
、
四
方

眠
っ
て
い
た
歴
史

二
万
年
と
千
三
百
年
と

広
く
、
刻
ま
れ
た
匠
の
上
か
ら

の
そ
れ
は
、
さ
ら
に
拡
が
る
。

「
石
室
は
間
仕
切
り
石
で
前

室
と
後
室
に
分
け
ら
れ
て
い
た

人
骨
は
前
室
と
後
室
か
ら
各
一

表
面
に
金
ぱ
く
が
施
こ
さ
れ
て

い

た

。

い

は

ら

き

新

聞

」

「
た
て
穴
式
の
弥
生
式
住
居

跡
が
四
か
所
見
つ
か
っ
た
。

直
径
三
メ
ー
ト
ル
の
円
形
で
深

読
売
新
聞
ｌ
」

も
う
す
で
に
、
テ
レ
ビ
で
も

ラ
ジ
オ
で
も
報
道
さ
れ
て
い
る

造
成
中
の
松
久
保
団
地
の
古
墳

群
。
こ
の
古
墹
群
か
ら
発
見
さ

れ
る
種
左
の
出
土
品
が
、
千
三

百
年
前
の
祖
先
の
生
活
を
伝
え

住
居
跡
が
、
二
万
年
を
さ
か
の

ぼ
っ
た
営
み
を
語
っ
て
聞
か
せ

る
と
云
う
の
で
す
。

こ
う
し
た
遮
跡
、
遺
物
に
よ

れ
る
学
問
。

「
こ
鼻
の
遺
跡
物
の
物
語
り
は

考
古
学
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重

な
資
料
と
な
る
で
し
ょ
う
」
と

は
、
発
掘
に
当
っ
て
い
る
学
者

や
関
係
者
の
話
。

「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
は

大
阪
万
博
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す

が
、
た
っ
た
い
ま
、
私
た
ち
が

さ
ま
ざ
ま
の
問
題
に
取
り
組
み

な
が
ら
、
こ
う
し
て
お
よ
そ
一

世
紀
単
位
の
生
命
を
営
む
の
も

幾
千
、
幾
万
年
後
の
私
た
ち
の

子
孫
を
思
い
や
る
一
端
に
な
れ

る
の
を
信
じ
て
い
る
か
ら
な
の

で
す
。確

か
に
歴
史
は
在
り
ま
す
し

在
っ
た
の
で
す
。

こ
の
高
台
の
赤
く
湿
っ
た
土
と

実
に
久
方
振
り
に
陽
光
に
晒
さ

れ
た
出
土
品
と
が
、
こ
の
こ
と

を
、
は
っ
き
り
と
証
し
て
く
れ

た
の
で
す
。

恐
ら
く
、
支
柱
を
も
ち
、
屋

根
を
冠
る
の
が
家
と
覚
え
込
ん

で
い
る
私
た
ち
の
家
へ
の
概
念

を
裏
切
ら
な
い
最
初
の
形
に
違

い
な
い
は
ず
の
住
居
を
構
え
た

二
万
年
前
の
祖
先
。

盛
り
土
を
施
し
、
そ
こ
を
聖
域

と
呼
ぶ
の
に
踊
朕
し
て
は
い
け

な
い
こ
と
を
伝
え
な
が
ら
、
永

眠
に
就
い
た
千
三
百
年
前
の
祁

先
。
こ
坐
に
証
か
さ
れ
た
往
時

を
、
彼
ら
祖
先
か
ら
の
、
お
伽

断
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
職
い

て
も
、
ど
れ
ほ
ど
か
の
意
味
は

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
二
面
に
関
連
記
事
）
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こ
と
し
一

寺
叩
皷
叫
秘
吋
釦
恥
”
”
”
恥
叩
伽
・

一
擁
辮
轍
鮒
謙
塊

《
せ
い
に
国
勢

》
調
査
が
行
わ

《
れ
ま
す
が
、

軸
こ
と
し
の
洲

》
査
は
数
え
て

一
一
一
回
日
。

《
大
正
九
年

》
一
○
月
一
日

一
第
一
回
口
の

麩
調
査
か
ら
半

翻
獄

国
蔑
謹

毛
改嵌

撫
議
鞠
議
燕
提
咽
す
る
一

》
鴬
浄
鴬
甜
鴬
九
七
○
年
世

界
人
口
シ
」
ン
サ
ス
の
一
環
で
も

あ
る
、
記
念
す
べ
き
調
査
と
な

り
ま
す
。

国
勢
調
査
は
、
統
計
法
と
い

う
法
律
に
に
基
い
て
、
五
年
ご

と
に
行
わ
れ
る
，
国
の
も
つ
と

も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
、
国

逢
稚
恥
識
呵
群
姉
娠
垂
肇
啄
岬

一
一
‐
｜
の
大
き
さ
、
男
女
、
年
令
、

Ⅷ
／
１
日
現
在
で

全
国
一
せ
い
に

九
八
二
七
四
九
六
一
二

こ
の
数
字
は
、
昭
和
四
○
年
の

国
勢
調
査
員
が
数
え
た
、
わ
が

国
の
総
人
口
（
一
億
二
六
五
万

人
ｌ
昭
和
四
四
年
一
○
月
一
日

現
在
推
計
、
日
本
の
総
人
口
）

で
す
。

的
、
た
と
え
ば
課
税
な
ど
の
日

的
に
用
い
る
こ
と
ば
、
決
っ
て

あ
り
ま
せ
ん
。
》
て
れ
に
、
洲
査

日
虹
ｒ
」
ニ
ニ
ニ
◇

さ
れ
た
こ
と
が
ら
ば
、
滿
計
竹

成
に
の
ゑ
用
い
、
こ
の
他
の
Ｈ

職
業
別
な
ど
の
人
口
構
成
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

こ
う
し
て
調
査
さ
れ
た
調
査

結
果
は
、
国
は
も
と
よ
り
、
都

道
府
県
、
市
町
村
な
ど
が
、
交

通
住
宅
、
教
育
、
環
境
衛
生
、

地
域
開
発
な
ど
、
種
々
問
題
の

対
策
に
不
可
欠
の
資
料
に
な
る

も
の
で
す
。

例
え
ば
、
学
校
や
住
宅
を
建

て
、
通
路
を
建
設
し
、
ダ
ム
を

創
り
、
上
下
水
道
を
幣
仙
す
る

に
も
、
名
地
域
の
人
川
、
世
帯

の
状
況
か
、
正
硴
に
肥
め
な
け

れ
ば
、
適
切
な
対
埖
が
虻
て
ら

れ
ま
せ
ん
。
こ
と
に
、
当
市
な

ど
で
も
間
胆
と
さ
れ
て
い
る
、

人
川
の
都
会
流
川
な
ど
で
、
時

Ⅲ
刻
み
に
変
動
す
る
人
川
を
、

正
確
に
把
握
す
る
為
に
は
、
市

民
の
侍
さ
ん
の
、
国
勢
洲
侮
に

対
す
る
、
深
い
ご
叩
解
と
、
ご

協
力
を
必
要
と
し
ま
す
・

各
家
庭
に
は
、
九
月
二
川
口

か
ら
、
凋
査
員
が
う
か
■
い
、

調
査
票
へ
の
記
入
を
お
願
い
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
ご
協
力
を
お
噸

、
な
ど
、
調
査
関
係
音
が
、
調

盃
の
上
で
知
り
得
た
こ
と
が
ら

を
他
に
も
ら
す
こ
と
は
、
統
計

ま
た
．
同
勢
洲
汽
で
は
、
い

ろ
い
ろ
立
ち
入
っ
た
洲
肖
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
申
店

い
し
ま
す

法
の
規
定
で
固
く
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

真
実
の
申
告
に
よ
っ
て
、
信

頼
で
き
る
統
計
が
作
ら
れ
る
訳

で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
で
申
告

者
が
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う

統
計
法
は
個
人
の
秘
密
の
保
護

を
、
洲
侮
関
係
者
に
命
じ
て
い

る
訳
で
す
。

情
報
化
時
代
と
は
、
よ
く
耳

に
す
る
こ
と
ば
で
す
が
、
こ
れ

は
一
九
七
○
年
代
を
指
す
も
の

で
、
こ
と
し
、
昭
和
山
江
年
は

こ
の
時
代
の
鹸
初
の
年
に
位
慨

し
ま
す
。

統
計
附
報
は
ス
ピ
ー
ド
が
仙

術
で
す
。
昭
和
三
五
年
、
一
○

月
作
前
の
川
勢
洲
介
に
わ
が
川

で
は
、
は
じ
め
て
大
咽
咽
子
計

卯
機
を
用
い
て
雄
計
を
行
い
、

囚
○
年
に
は
集
計
方
法
と
し
て

Ⅲ
期
的
な
「
光
学
式
批
眼
り
装

胱
」
を
採
用
、
集
計
期
間
の
大

川
短
縮
に
成
功
し
ま
し
た
。

こ
と
し
の
Ⅲ
勢
洲
杏
に
は
、

従
来
よ
り
も
さ
ら
に
大
型
の
電

子
計
算
機
を
用
い
、
改
良
岨
の

光
学
式
胱
取
り
装
置
を
導
入
し

紡
采
柴
計
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

七
月
二
五
日
か
ら
発
掘
が
続

け
ら
れ
て
き
ま
し
た
、
造
成
中

の
松
久
保
工
業
団
地
内
の
、
古

噛
発
抑
洲
査
団
は
、
相
当
の
成

果
を
上
げ
た
こ
と
を
述
べ
ま
し

た
。

こ
の
州
併
川
は
、
茨
城
キ
リ

ス
ト
教
大
学
の
志
Ⅲ
艀
一
助
孜

授
を
剛
長
に
、
取
手
一
中
の
潴

眼
政
得
先
生
、
水
Ｆ
農
災
尚
校

の
川
崎
純
徳
先
生
を
は
じ
め
、

川
沿
、
旧
学
院
、
東
洋
名
大
学

の
学
化
と
．
キ
ド
ス
ト
教
蝿
大

商
絞
、
高
萩
尚
校
の
生
従
で
編

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
鹿
の
洲
汽
で
発
伽
さ
れ
た

の
は
、
三
つ
の
円
峨
な
ど
で
、

三
つ
の
円
噛
は
い
ず
れ
も
、
お

よ
そ
千
三
百
年
以
前
の
飛
鳥
時

代
、
豪
族
と
そ
の
一
族
の
堪
と

い
う
こ
と
で
す
。

三
つ
の
円
岫
の
中
で
も

「
松
塚
‐
｜
と
称
ぶ
而
径
お
よ
そ

四
○
〆
－
ト
ル
（
県
北
最
大
）

の
円
噛
か
ら
は
、
長
さ
八
メ
ー

ト
ル
、
深
さ
、
帆
各
二
メ
ー
ト

ル
余
り
の
石
室
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。

「
松
塚
」
の
石
室
に
は
、
他
の

二
つ
の
石
室
よ
り
も
重
い
、
約

三
ト
ン
の
天
井
石
と
呼
ぶ
疑
灰

岩
五
個
が
並
べ
ら
れ
て
あ
り
ま

し
た
。古

峨
の
発
掘
は
、
小
さ
な
丘

の
よ
う
な
土
地
の
盛
り
上
っ
た

松
久
保
古
墳
を
発
堀

一
五
○
点
余
の
貴
重
な
資
料

部
分
を
、
四
方
か
ら
二
メ
ー
ト

ル
程
の
幅
で
堀
り
下
げ
堀
り
す

入
め
、
ま
ず
天
井
石
が
発
見
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
重
い
天
井

石
を
チ
エ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
で

取
り
除
き
ま
す
と
、
打
壗
の
土

を
竹
の
へ
ラ
な
ど
で
、
細
心
に

入
念
に
、
伽
る
と
云
う
よ
り
も

〃
か
に
動
か
す
作
業
が
行
わ
れ

ま
す
。
指
先
に
企
神
経
を
災
中

し
た
、
息
の
つ
ま
る
よ
う
な
作

堆
が
、
次
に
そ
の
一
部
を
紹
介

し
ま
す
よ
う
な
、
砒
屯
な
盗
料

に
な
る
祁
々
の
州
厳
砧
を
発
見

し
た
の
で
す
。

鉄
製
の
仙
刀
（
長
さ
約
七
三

川
約
言
）

銅
製
の
小
太
″（

長
さ
約
六
○
）

金
環
六
コ

（
面
径
約
二
’
二
、
五
）

人
冊
（
頭
部
大
腿
部
ほ
か
）

ツ
ポ
（
一
面
に
写
真
）

（
）
内
単
位
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

な
ど
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た

蛆
い
噂
１
己
四
■

資
料
は
、
一
五
○
点
余
と
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
調
査
団
は
、
お
よ
そ
二

万
年
の
昔
、
弥
生
式
時
代
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
「
た
て
穴
式

住
居
」
の
跡
を
こ
れ
ま
で
に
四

か
所
稚
兇
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
川
係
三
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
円
形
で
、
山
水
の
桃
を
立

て
た
ら
し
い
跡
が
あ
り
、
周
辺

か
ら
は
土
器
片
や
、
腓
片
が
発

兇
さ
れ
ま
し
た
↑

洲
代
は
、
古
耽
の
捌
介
を
、

八
月
い
っ
ぱ
い
、
仕
川
跡
の
洲

侮
も
九
川
上
句
で
終
了
さ
せ
る

予
定
で
す
。

今
回
の
発
伽
洲
尚
で
、
洲
在

団
は
数
多
い
間
皿
な
賛
料
が
柵

ら
れ
る
で
し
ょ
う
と
の
こ
と
で

し
た
。な

お
、
巾
で
は
今
年
度
中
に

小
火
公
比
帥
と
郷
土
盗
料
室
を

述
設
、
今
何
の
溌
料
な
ど
を
、

永
久
保
存
す
る
予
定
で
す
。
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近
く
（
来
年
五
月
）
十
年
々

金
の
給
付
が
始
る
な
ど
、
国
民

年
金
が
実
り
あ
る
年
金
と
し
て

発
展
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
夫
婦
二
万
円
年
金
が

実
現
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
現
在
の
定
額
分
に
加

え
て
、
夫
姉
の
ど
ち
ら
か
一
方

が
、
所
得
比
例
制
に
加
入
す
る

こ
と
に
よ
り
、

例
え
ば
、
定
額
分
月
四
五
○

円
に
、
所
得
比
例
分
月
三
五

○
円
を
合
せ
て
、
二
五
年
間

納
め
ま
す
と
、
年
金
額
は
、

夫
の
年
金
定
額
分
八
、
○
○

○
円
と
、
夫
姉
ど
ち
ら
か
一

方
の
所
得
比
例
分
四
、
五
○

○
円
と
、
妻
の
年
金
定
額
分

八
、
○
○
○
円
を
加
え
た
、

二
○
、
五
○
○
円

に
な
り
、
夫
婦
二
万
円
年
金
と

な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
所
得
比
例
制
度
に
は
、

所
得
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
加

入
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
（
保
険
料
の
免
除
を
受
け
て

い
る
人
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
）

加
入
巾
し
込
み
期
日
は
、
本

年
一
○
月
一
日
か
ら
と
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
早
目
に
行
っ
て

も
受
付
け
を
し
て
お
り
ま
す
。

ご
夫
婦
の
う
ち
、
お
一
人
は
是

非
加
入
さ
れ
る
よ
う
、
お
す
上

め
し
ま
す
。

殊
に
、
農
業
経
営
将
で
、
農

夫
婦
二
万
円
年
金
が
実
現

所
得
比
例
制
度
に
加
入
を

業
年
金
（
昭
和
四
六
年
一
月
一

日
よ
り
実
施
）
に
加
入
さ
れ
る

人
は
、
こ
の
所
得
比
例
制
に
加

入
し
て
お
り
ま
せ
ん
と
、
加
入

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

参
考
ま
で
に
、
所
得
比
例
制

度
に
加
入
し
た
場
合
と
、
し
な

か
っ
た
場
合
の
年
金
給
付
額

（
現
時
点
で
）
の
差
を
次
に
・
小

し
て
象
ま
ず
と
、

上陽合

16000円

12月
14年

〃'1入しな力

火姉月額
路
帆
が
狭
い
上
に
、
交
通

雄
が
多
い
た
め
、
一
方
交
通

の
規
制
を
行
っ
て
い
ま
し
た

蕊
高
中
通
り
の
一
方
交
通
解
除

×

2688000円

20500円

12月

14年

"| 1入した陽介

ﾋﾙ1月額

×

3444000円

灘
（
二
五
年
間
納
め
、
平
均
余

命
一
四
年
で
計
算
）

右
の
よ
う
に
な
り
、
月
を
三
五

○
円
を
納
め
る
こ
と
で
、
七
五

万
六
千
円
の
年
金
が
、
余
計
に

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

受
付
け
は
、
市
役
所
年
金
係

の
窓
口
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

障
害
者
の
罫
な
さ
ん

チ
ャ
ン
ス
は

逃
が
さ
な
い
で

四
Ｈ
一
日
か
ら
始
め
ら
れ
ま

し
た
、
心
身
障
害
者
扶
養
共
済

制
度
は
、
わ
ず
か
な
掛
金
（
加

入
新
の
年
令
に
よ
っ
て
、
差
は

あ
り
ま
す
が
、
月
額
千
円
か
ら

Ｔ
五
百
円
ま
で
）
で
、
心
身
障

祥
者
を
扶
餐
し
て
い
る
保
誰
者

か
、
万
一
死
亡
し
た
り
嬢
疾
に

な
っ
た
と
き
に
、
県
が
障
害
者

市
道
三
七
号
線
（
高
萩
中
学

校
通
り
）
が
八
月
二
六
日
か

ら
一
方
交
通
が
解
除
さ
れ
ま

灘鰯 凝議畷蕊蕊＄

し
た
。路

巾
の
拡

幅
は
完
了
し

ま
し
た
が
、

大
咽
車
の
昼

間
（
午
前
七

時
か
ら
午
後

七
時
）
交
通

は
当
分
の
柵

従
来
ど
お
り

の
規
制
を
受

け
ま
す
。

に
毎
月
二
万
円
の
年
金
を
終
身

文
給
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
す

こ
の
制
度
に
は
、
精
神
薄
弱

群
や
身
体
障
害
者
（
一
級
か
ら

三
級
）
そ
れ
に
、
こ
れ
ら
と
同

程
度
の
心
身
に
永
続
的
な
障
害

の
あ
る
者
を
扶
養
し
て
い
る
保

灌
折
で
、
四
五
才
未
満
の
方
が

加
入
で
き
ま
す
。

明
治
三
八
年
四
月
二
日
か
ら

大
正
一
五
年
四
月
一
日
ま
で
の

生
れ
の
保
護
者
は
、
本
年
度
中

て
な
い
と
加
入
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
残
さ
れ
た
加
入
の
機
会

は
、
一
○
月
一
○
日
ま
で
と
、

一
二
月
一
○
日
ま
で
と
の
二
回

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

早
目
に
福
祉
事
務
所
へ
／
、

お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
へ

３叩
老
人
福
祉
大
会
に
参
加
を

市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
二
五
○
名
）
に
、
地
域
の
民
生

に
よ
る
老
人
福
祉
大
会
が
、
九
委
員
を
迪
じ
、
市
長
の
祝
詞
を

月
一
三
日
、
高
萩
中
学
校
体
育
添
え
て
記
念
品
を
剛
り
、
九
○

節
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
才
以
上
の
高
令
者
（
一
六
名
）

こ
の
大
会
で
は
、
八
八
才
の
に
市
長
が
ぞ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を

会
員
と
、
功
労
者
の
表
彰
が
行
贈
呈
し
ま
す
。

わ
れ
、
茨
城
大
学
の
塚
本
教
授
な
お
、
市
社
会
福
祉
協
議
会

の
獅
話
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
で
は
、
敬
老
会
を
開
樅
し
た
り

す
。
高
令
者
や
「
ね
た
き
り
老
人
」

◎
敬
老
年
金
の
支
給
の
慰
問
を
行
い
ま
す
。

八
五
才
以
上
の
高
令
者
（
五

無
利
子
で

二
名
）
に
高
萩
市
敬
老
年
金
三

千
円
を
支
給
し
ま
す
。

貸
付
け
ま
す

（
昨
年
ま
で
は
二
千
円
）
茨
域
県
援
誰
資
金
貸
付
け
に

◎
敬
老
記
念
品
の
贈
呈
つ
い
て
の
、
お
知
ら
せ
を
い
た

七
○
才
以
上
の
老
人
（
一
、
し
ま
す
。 マ

マ
が
ん
ば
っ
て
／

前
号
（
第
一
三
三
号
）
で
お

知
ら
せ
し
ま
し
た
第
三
回
マ
マ

さ
ん
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
は
、

八
月
二
三
日
午
前
一
○
時
試
合

Ⅲ
始
。参

加
チ
ー
ム
は
九
チ
ー
ム
。

こ
の
大
会
の
主
旨
、
姉
人
の
体

力
増
進
、
体
位
の
向
上
に
の
っ

と
り
、
試
合
は
終
始
の
び
の
び

と
、
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
の
う

ち
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
し
た

応
援
団
は
、
．
〈
・
〈
と
ボ
ク
た

ち
。

白
球
と
歓
声
が
暑
さ
を
ふ
き
と

ば
し
た
楽
し
い
一
日
で
し
た
。

催
勝
順
位
は
次
の
と
お
り
。

優
勝
東
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

Ａ
チ
ー
ム

堆
優
勝
日
本
加
工
製
紙

海
洋
チ
ー
ム

第
三
位
巾
立
第
一
幼
帷
剛

チ
ー
ム

こ
の
制
度
は
、
引
揚
将
と
戦

没
者
の
父
母
等
に
当
る
人
で
、

川
肱
憤
券
を
も
っ
て
お
り
、
次

の
条
件
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま

る
人
に
、
県
が
圃
価
を
担
保
と

し
て
、
援
謹
資
金
を
雌
利
子
で

貸
Ⅱ
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
す

○
洲
七
十
才
以
上
の
者

○
県
内
に
三
か
月
以
上
住
ん
で

い
る
者

○
生
活
保
迩
を
う
け
て
い
る
者

ま
た
は
生
活
に
困
っ
て
お
り

市
町
村
民
税
の
非
課
税
者
。

巾
し
込
象
は
、
市
袖
祉
事
務

所
社
会
係
に
用
意
し
て
あ
り
ま

す
「
茨
城
照
援
准
資
金
貸
仙
申

請
書
」
に
、
住
民
票
写
し
を
添

え
て
拠
出
し
て
く
だ
さ
い
。

571
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い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
秋
の
台
一
、
家
の
ま
わ
り
の
排
水
を
よ
て
発
火
、
爆
発
す
る
も
の
は

瓜
シ
ー
ズ
ン
に
入
り
ま
す
。
く
し
浸
水
や
淵
水
を
防
ぐ
。
早
目
に
予
防
の
手
段
を
識
ず

台
風
は
強
く
て
ス
ピ
ー
ド
の
一
一
煙
突
や
看
板
、
へ
い
な
ど
る
。

速
い
台
風
と
比
較
的
速
度
の
遅
を
補
強
し
倒
畷
を
防
ぐ
。
六
、
家
庭
で
は
次
の
も
の
を
用

い
、
進
路
か
は
っ
き
り
し
な
い
三
、
ガ
ラ
ス
窓
、
雨
戸
を
補
強
意
し
万
一
に
備
え
る
．

台
風
（
迷
走
台
風
）
と
が
あ
り
し
風
圧
に
よ
る
吹
き
ぬ
け
や
佃
照
明
器
具

ま
す
。
強
雨
に
よ
る
吹
き
こ
み
を
防
懐
中
電
灯
ロ
ー
ソ
ク

台
風
が
発
生
し
て
日
本
本
土
ぐ
。
側
大
工
道
具

雛
鰈
聿
慧
澱
黙
認
裁
蝿
蛎
糒
雛
鰯
繊
雪
螺

や
動
き
な
ど
に
つ
い
て
台
風
情
四
、
電
灯
の
引
込
孟
線
か
た
れ
⑧
食
料

報
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
台
風
に
た
り
、
破
損
し
て
い
る
と
こ
飲
料
水
、
水
筒
、
．
〈
ン
、

伴
う
集
中
豪
雨
が
局
地
的
に
、
ろ
は
電
気
会
社
に
連
絡
し
て
か
ん
づ
め
類

短
か
い
時
間
に
ど
っ
と
降
る
こ
補
修
し
て
も
ら
い
、
漏
電
や
側
炊
事
道
具

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
台
風
が
ス
・
〈
－
ク
に
よ
る
火
災
を
防
コ
ン
ロ
、
燃
料

近
づ
い
た
な
ら
十
分
の
注
意
が
ぐ
。
⑤
情
報
入
手
器
具

必
要
で
す
。
五
、
生
石
灰
、
カ
ー
バ
イ
ト
、
蓄
電
池
式
ラ
ジ
オ

△
台
風
に
備
え
て
の
準
備
化
学
薬
品
な
ど
で
水
に
ふ
れ

第
六
三
国
会
で
道
路
交
通
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
こ
の
八

月
二
○
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
そ
の
主
な
も
の
を
掲

載
し
ま
す
。

囹
飲
酒
運
転
の
禁
止

飲
酒
運
転
の
一
切
が
禁
止
さ
れ

ま
し
た
。
同
時
に
現
行
の
酒
気

帯
び
運
転
（
血
液
一
ミ
リ
リ
ヅ

ト
ル
中
に
○
、
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
中
に
○
、
二

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
「
－

－
ル
を
含
ん
で
い
る
状
態
）
に

も
罰
則
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

酒
酔
い
運
転
の
罰
則
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

一
滴
で
も
い
け
ま
せ
ん

道
交
法
の
一
部
が
改
正

（
最
高
徴
役
刑
、
一
年
を
二
年

に
）
従
来
任
意
を
さ
れ
て
い
た

警
察
官
が
行
う
呼
気
検
査
に
つ

い
て
規
定
が
設
け
ら
れ
、
こ
の

検
査
を
妨
害
、
拒
否
し
た
場
合

は
、
そ
れ
丈
で
罰
せ
ち
れ
ま
す

（
三
万
円
以
下
の
罰
金
）

運
権
者
に
酒
類
を
提
供
、
飲

酒
を
す
Ｌ
め
る
こ
と
が
禁
止
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
禁
止
連
反
に

は
直
接
罰
則
は
加
え
ら
れ
ま
せ

ん
が
、
酒
気
常
び
、
酒
酔
い
運

転
の
共
犯
と
し
、
罰
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

囹
児
童
、
幼
児
に
安
全
を

通
園
通
学
の
バ
ス
が
児
童
や

幼
児
を
乗
降
さ
せ
る
為
に
、

停
車
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
側

方
を
通
過
す
る
車
輌
等
は
、
除

行
を
し
て
安
全
確
認
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
三
か
月

以
下
の
徴
役
ま
た
は
三
円
万
以

下
の
罰
金
）

圏
故
障
車
帆
を
排
除

駐
車
禁
止
場
所
や
道
路
の
中
央

な
ど
交
通
の
妨
げ
に
な
る
場
所

に
駐
車
し
て
い
る
枚
障
車
輌
は

警
察
官
の
椛
限
で
移
動
出
来
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
際
、
移
動
の
為
に
必
要
と

し
た
費
用
は
、
そ
の
車
輌
の
持

主
や
運
転
者
か
支
払
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

園
運
転
管
理
者
の
責
任
強
化

酒
酔
い
、
雌
免
許
は
も
と
よ
り

過
労
、
積
載
制
限
違
反
運
転
を

命
令
し
た
り
、
黙
認
し
た
り
し

た
管
理
者
の
罰
則
は
、
運
転
者

と
同
程
度
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。
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月
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ン
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撮
影
）
の
実
施
に
つ
い
て
、

結
核
予
防
法
に
基
い
て
、
毎

年
実
施
し
て
お
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ま
す
、
住
民

結
核
健
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次
の
よ
う
こ
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行
い
ま
す
の
で
、
該
当
者
は
も

れ
な
く
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

仙
該
当
者

満
一
五
才
以
上
の
者
で
、
会

社
学
校
蝉
で
受
診
し
て
い

１

２
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Ⅱ
る
者
を
除
く
。

②
検
診
の
受
け
方

該
当
者
は
当
日
受
付
け
で
、

受
診
票
を
書
い
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
・

費
用
は
一
切
無
料
、
着
物
を

着
た
ま
入
受
診
で
き
ま
す
。

側
検
診
の
日
程
（
表
）

* ｜花貫正木鉄蔵氏宅
。 ’上宿田村義公氏宅
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